
暫定基準を設定した農薬等の食品健康影響評価依頼計画

１．食品健康影響評価の対象物質の区分

食品健康影響評価（以下「リスク評価」という。）の対象とする農薬、飼料添

加物及び動物用医薬品（以下「農薬等」という。）については、優先的にリスク

評価を依頼する農薬等（優先評価物質）とそれ以外の農薬等（優先評価物質以外

の物質）に分けて、それぞれ計画的に食品安全委員会にリスク評価を依頼する。

（１）優先評価物質

優先評価物質は、

① ＪＭＰＲ（ＦＡＯ/ＷＨＯ合同残留農薬専門家会議）、ＪＥＣＦＡ（ＦＡ

Ｏ/ＷＨＯ合同食品添加物専門家会議）等の国際リスク評価機関で一日許容

摂取量（ＡＤＩ）が設定できないと評価されたもの、

② マーケットバスケット調査の結果、我が国の食生活を通じた1日あたりの

摂取量が比較的多いと推定されるもの、

③ 発がん性等新たな重要な毒性知見の得られたもの、

④ 上記に準ずるもの

のいずれかに該当するものとする。

これらの物質については、専門家による検討を踏まえ選定することとしてい

るが、現時点において、①に該当する物質として、アレスリン、オキソリニッ

ク酸、キシラジン、スルファチアゾール、タイロシンの５物質が考えられる。

また、これらの物質については、毒性試験成績などのリスク評価に必要とさ

れる資料をもって食品安全委員会にリスク評価を依頼する。

（２）優先評価物質以外の物質

優先評価物質以外の物質については、可能な範囲で毒性試験成績などのリス

ク評価に必要な資料を収集し、食品安全委員会にリスク評価を依頼する。

２．リスク評価の依頼

（１）優先評価物質及び優先物質以外の物質等（計：７５８農薬等）について、平

成１８年度から５年間を目途に各年度約１５０農薬等についてリスク評価の依

頼を行う。

（２）各年度毎にリスク評価を依頼する予定の農薬等については、円滑なリスク評

価の実施に配慮し、原則としてその年度の開始前までに食品安全委員会事務局

に当該予定を作成、提出する。

（３）リスク評価の依頼は、上記のとおり、食品安全委員会事務局にリスク評価の

依頼の予定を提出した農薬等について、それぞれ資料の収集ができたものから

随時行う。

（７５８物質の用途別の内訳）

農薬 ５１６

動物用医薬品 １９２

飼料添加物 ３

農薬及び動物用医薬品 ３１

動物用医薬品及び飼料添加物 １５

農薬及び飼料添加物 １



３．リスク評価に必要な資料の入手に関する具体的方法

リスク評価に必要な毒性試験成績等の資料の収集は、以下の方法により行う。

（１）国内で登録されている農薬（約３５０品目）、動物用医薬品等（約５０品目）

農林水産省、関係機関等にリスク評価等に必要な資料の収集及びその提供に

ついて協力を要請する（農林水産省にあっては食品衛生法第１２条に基づき、

行う。）。

（２）海外で使用されている物質

暫定基準を設定した際に参考とした国（米国、カナダ、豪州、ニュージーラ

ンド、ＥＵ）等に対し、リスク評価等に必要な資料等の収集及びその提供につ

いて協力を要請する。

なお、リスク評価等に必要な資料等が提出されない物質、使用実態がないこ

とが判明した物質については、暫定基準の削除を含めた対応について検討する。


